
平成２５年１月４日 

各 位 
横 浜 信 用 金 庫 

 
外為インターネットバンキング機能改善に伴う変更のご案内 

 

 平素は横浜信用金庫をご利用いただきまして、誠にありがとうございます。 

 平成２５年１月１５日（火）に、外為インターネットバンキングの機能改善を以下のと

おり実施します。また、これに併せて操作マニュアル（ご利用ガイド等）、操作体験版も

リニューアルされます。 

 変更箇所につきましては、以下のとおりになりますが、ご不明な点等がございましたら

下記連絡先までお問い合わせください。 

今後とも、横浜信用金庫をご愛顧賜りますよう、よろしくお願いいたします。 

 

 

 

記 

 
 

■サービス変更概要 

変更日：平成２５年１月１５日（火） 

変更内容は表 1 の通りです。 

 

表 1.変更内容 
  サービス名 サービス概要 

1 仕向外国送金 1-1 お申込画面にて、｢原産地｣｢船積地｣｢仕向地｣項目が追加となり

ます。 

1-2 お申込画面にて、受取人「支店名または支店所在地」の入力桁

数を拡張します。 

2 輸入信用状開設 2-1 お申込画面にて、｢原産地｣項目がご入力必須項目として追加と

なります。 

2-2 お申込画面にて、｢商品数量許容区分｣を指定欄より選択可能と

なります。 

2-3 詳細画面にて、「金融機関使用欄」が追加となります。 

3 輸入信用状条件変更 3-1 お申込画面にて、｢原産地｣項目がご入力必須項目として追加と

なります。 

3-2 お申込画面にて、｢商品数量許容区分｣を指定欄より選択可能と

なります。 

3-3 お申込画面にて、｢書類提示期間｣を変更される場合のチェック

ボックスが追加となります。 

3-4 お申込画面にて、「その他条件変更」の項目桁数を拡張します。

3-5 詳細画面にて、「金融機関使用欄」が追加となります。 

 

※「原産地」、「船積地」、「仕向地」の入力は英字での入力となります。 

 例）中国→CHINA 

   上海→SHANGHAI 

   香港→HONGKONG 等 

 

 

 



画面イメージ 

1.仕向外国送金 

■1-1｢原産地｣、｢船積地｣、｢仕向地｣項目の追加（依頼画面） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

<変更後> 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

※「原産地」、「船積地」は、送金種別が「輸入」または、「仲介貿易」の場合、入力必須

項目となります。 

※「仕向地」は、送金種別が「仲介貿易」の場合、入力必須項目となります。 

※「原産地」、「船積地」、「仕向地」の入力は英字での入力となります。 

 

■1-2 受取人「支店名または支店所在地」の入力桁数拡張（依頼画面） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

<変更後> 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.輸入信用状開設 

■2-1「原産地」項目の追加（依頼画面） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 <変更後> 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※「原産地」は、入力必須項目となります。 

 

■2-2「商品数量許容区分」の指定欄追加（依頼画面） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

<変更後> 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

■2-3「金融機関使用欄」追加（詳細画面） 

 

 

 

 

 

 

 

 

<変更後> 

 

 

 

 

 

 

 

3.輸入信用状条件変更 

■3-1「原産地」項目の追加（依頼画面） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 <変更後> 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※「COVERING ADDITIONAL SHIPMENT(GOODS)(追加商品明細)」項目を入力時のみ入力

必須項目となります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



■3-2「商品数量許容区分」の指定欄追加（依頼画面） 

 

 

 

 

 

 

 

 

<変更後> 

 

 

 

 

 

 

 

■3-3「書類提示期間」チェックボックスの追加（依頼画面） 

 

 

 

 

 

 

<変更後> 

 

 

 

 

 

■3-4「その他条件変更」の項目桁数拡張（依頼画面） 

 

 

 

 

 

 

 

 

※「その他条件変更」の項目桁数が 3,264 桁 から 3,500 桁に拡張されます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



■3-5「金融機関使用欄」追加（詳細画面） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

<変更後> 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■既存テンプレートへの影響 

各種画面表示項目の追加に伴い、今までご利用いただいていたお取引のテンプレートに

ついて、一部編集／追加入力が必要となります。 

表 2 の入力項目は、サービス変更前までに登録いただいた取引テンプレートに含まれな

い項目となります。テンプレートを読み込み、そのまま使用して「内容確認」ボタンを押

下すると項目未入力の必須エラーが出力されます。お手数ですが、必要に応じて、既存の

テンプレートの修正／新規テンプレートの追加をお願いいたします。 

 

表 2.既存テンプレートに影響する追加入力項目 

サービス名 項目 特記事項 

「原産地」 「送金種別」が輸入/仲介貿易の時、入力必須 

「船積地」 「送金種別」が輸入/仲介貿易の時、入力必須 

外国送金 

「仕向地」 「送金種別」が仲介貿易の時、入力必須 

輸入信用状開設 「原産地」 入力必須 

 

 

 
【お問合せ先】 
 横浜信用金庫 外国部 

 〒２３１－８４６６ 横浜市中区尾上町２－１６－１ 

 ＴＥＬ：０４５－６８０－６９２７   

 ※土曜日・日曜日、祝日・振替休日及び 12 月 31 日～1 月 3 日の金融機関休業日はお休みとさせてい 

ただきます。 

 

以上 

たしかな明日のお手伝い 

 


